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築地まちづくり検討委員会（第３回） 

 

【事務局】   それでは、定刻より少々早い時間となっておりますが、皆さんお集まり

になりましたので、ただいまから、築地まちづくり委員会第３回を開会いたします。 

 会議の事務局を務めます、都市整備局まちづくり調整担当の松木と申します。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

  

 本日の会議につきましては、タブレットを活用しての資料説明で行いたいと思いますの

で、どうぞよろしくお願いしたいと思います。着座にて説明させていただきます。 

 次に、配付資料の確認をお願いいたします。 

 机上に配付しております資料は、本日の検討会の次第になってございます。その他の資

料につきましては、タブレット端末の方に格納してございますので、タブレット端末の方

でご確認いただきたいと思います。 

 また、加えまして、民間事業者ヒアリング報告、前回第２回の検討委員会の議事概要に

つきましてもお配りしております。議事概要につきましては、皆様にご確認いただいてい

るものでございます。過不足のある方は事務局までお申し出願います。よろしいでしょう

か。 

 本検討会は非公開ですが、議事次第、議事概要は、本検討会終了後、都のホームページ

において公開いたします。「まちづくり方針」策定後には、全ての会議資料と議事録を公開

といたします。 

 なお、本日は要綱の別表の委員の他に、環境局政策調整担当部長、中央卸売市場企画担

当部長、港湾局港湾整備部長に出席していただいております。 

 それでは、検討委員会の開催に当たりまして、座長よりご挨拶をお願いいたします。よ

ろしくお願いいたします。 

【岸井隆幸座長】   それでは、一言だけご挨拶申し上げます。 

 昨年の８月から議論を重ねてまいりました。今日は３回目かと思います。どうぞよろし

くお願いいたします。今日の議論を踏まえて、今回のまちづくり方針のパブリックコメン

トを求めるような手続に入ってまいりたいということを事務局から聞いております。今日

は、都としての今月中の素案公表、パブコメに向けまして、原案について委員会で取りま

とめを行いたいと思います。築地につきましては、大変都民の方の注目の高いところであ

ります。それだけ価値のあるところだというふうに理解していますし、関係者の方も大変
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多くなることは当然だと思っています。関係部局の方の特段のお力添えをいただいて、み

んなでいいまちづくりを進めていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

【事務局】   ありがとうございました。 

 それでは、以降の進行につきまして、座長にお願いしたいと思います。 

【岸井隆幸座長】   それでは、時間も限られていますので、早速今日の議事次第に従

いまして、事務局で整理をしているまちづくり方針の原案について説明をお願いいたしま

す。 

【事務局】   都市整備局まちづくり調整担当部長の木村です。よろしくお願いいたし

ます。 

 まず、画面でご覧いただいておりますまちづくり方針の原案につきましてご説明をいた

します。まず、ページを送りいただきますと、目次がございまして、将来像、分野別方針、

段階的整備の進め方、築地まちづくり方針策定後の進め方といった構成を考えてございま

す。その次のページ、「はじめに」ですけれども、ご案内のとおり、昨年５月に「築地まち

づくりの大きな視点」を再開発検討会議で取りまとめていただきまして、これを踏まえま

して、都として再開発の将来像や方向性、進め方を示すもの、これがまちづくり方針でご

ざいます。 

 次のページ、３ページは具体化に向けての流れをまとめてございます。大きな視点のと

きも若干触れておりましたけれども、改めて言葉を加えております。長期的な観点から、

経済合理性を考慮しながら民間の力を最大限活用して、都民にとっての価値を中長期的に

向上させていくという考え方のもと、いただいた「大きな視点」を踏まえて、今回、紺色

の枠で囲っております「まちづくり方針」を行政として取りまとめます。その後、この上

位計画に基づきまして、民間事業者を公募し、民間から提案を受けながら段階的に開発し

ていきますが、下の注、右下ございますが、提案を受けるにあたりましては、事業の実施

方針、事業者募集要項などをつくり、徐々に具体化していくという流れでございます。ま

ちづくり方針を策定した後も、段階段階で具体化をしていくという流れでございます。上

に、戻る矢印がございますけれども、まちづくり方針そのものも適宜見直しをしていく必

要があると考えてございます。ピンク色で示す、「都市づくりのグランドデザイン」などの

上位計画にも基づきながら進めていくというものでございます。 

 次の５ページ、対象地域は、ご案内の通り、旧築地市場跡地の部分の約２３ヘクタール

でございます。具体的な対象につきましては、個別テーマに応じまして、周辺地域なども

対象になってくるだろうということで、柔軟に対応していくものと示してございます。 
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 ５ページが将来像でございます。上のところは「大きな視点」でまとめていただいたこ

とを書いてございますけれども、将来の都民にとっての価値を最大にすること、東京の魅

力を発信できる拠点とすることなどが示されております。人々が集う交流拠点を形成し、

新しい東京のブランドの創造に寄与していくといったことも提言いただいてございます。 

 こうした基本的な考え方を踏まえまして、下が、今回の都としてのまちづくり方針でま

とめていく将来像でございます。浜離宮など、魅力的な周辺資源のポテンシャルを生かし

ながら、新たな東京ブランドを創造・発信する「創発ＭＩＣＥ」機能を持つ国際的な交流

拠点が形成されている。こちらは、従来のＭＩＣＥの概念を超えまして、周辺エリアとも

連携しながら、中核となる国際会議場などの機能のみならず、文化・芸術、デザイン、イ

ベント、スポーツ・健康増進などの機能が融合いたしまして相乗効果を発揮して、東京の

成長に大きく寄与する交流拠点として発展していくという考え方でございます。そこには、

都民はじめ、多くの方が集いまして、共に感動し、楽しみを共有するということ、新たな

時代の東京ブランドが創造・発信されていくということ、それから、東京ブランドをつく

り出すためのクリエイティブな活動に多くの都民が主体的に参加していただくことにより

まして、東京全体の活力・競争力の向上、ひいては日本全体の成長の源泉ともなっていく

としてございます。 

 ６ページに将来像の次の部分がございまして、環境に関しての「大きな視点」で示され

たことを重視しつつ、更にＳｏｃｉｅｔｙ５．０の実現など、新しい今後の動向なども考

慮して目標を設定していく。 

 そして、ページ中ほどに全体目標を３点書いてございます。多くの人々が訪れ、交流が

促進され、新たなにぎわいが創造される地域の中核となるまちを実現、２点目といたしま

して、先進的な技術などを取り込みながら、イノベーションを生み出し続けるまちを実現

する、３点目といたしまして、時代の最先端であり続ける環境のモデルとなる都市を実現

するということで、３つに全体目標をまとめてございます。 

 設定時期といたしましては、段階的に整備を進めることとしておりますが、上位計画で

あります「都市づくりのグランドデザイン」などとの整合性を考慮しまして、２０４０年

代の将来像という形で整理してございます。 

 次の７ページは、「グランドデザイン」における築地の位置を示してございまして、真ん

中の赤いところの国際ビジネス交流ゾーンがございまして、こちらのほぼ中心にあり、都

心と臨海副都心をつなぐ軸上にございます。 

 それから、次のページは築地と周辺地域ということで、周辺に様々な資源があり、機能

のカテゴリーごとに色のついた丸で示してございますけれども、こういった様々な周辺地
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域の資源とも連携をするということ、広域交通ネットワークなども考慮していくなど、有

機的なつながりを図りながら相乗効果を生み出していくことが重要ということでございま

す。 

 次の９ページは、「東京ベイエリアビジョン」でございますけれども、こちらの方は現在

検討中というところで、下の図に示された築地も入ったところが対象地域でございますが、

こういったものとも連携していくということで資料を引用してございます。 

 次に、都市基盤整備の方針をご説明させていただきます。 

【事務局】   次の都市基盤整備の方針につきまして、私、都市整備局まちづくり担当

課長の小原から説明いたします。 

 １０ページでございますけれども、交通結節点の形成に係る方針ということで、まず、

現状等ということで、３つほど挙げております。１つ目が、都心部・臨海地域地下鉄構想

について。国土交通省の交通政策審議会で出ているものです。２つ目が、都市高速道路晴

海線、これが都市計画決定されています。３つ目が舟運のネットワークについてというこ

とで、隅田川・恩賜庭園には観光船が通っていること、築地地区には防災船着場の計画な

どがあるというようなことが書かれております。 

 １１ページでございますけれども、目標につきまして、交通ルートが交差する要所であ

ることを生かして、広域交通結節点を戦略的に形成していくということを挙げております。

その下、方針でございますけれども、５つほど挙げてございまして、都心部との連携強化

に向けて、地下鉄などの基幹交通インフラの整備の具体化を図ること、舟運ネットワーク

を活用・強化して、浅草や羽田空港などとの連携を図っていくこと、これら交通広場など

交通結節機能を晴海通り側のエリアを中心とした位置に確保することなどが書かれており

ます。 

 次の１２ページが、そちらの方針図になってございまして、いま説明したものが入って

おります。留意事項といたしまして、下の方に３つほど、都市高速道路晴海線へのアクセ

スについての調整が必要であること、臨海地域の地下鉄構想の駅につきまして、築地市場

の駅や舟運などとの連携に配慮すること、交通広場などについて、観光バスの需要にも対

応できること、ＢＲＴの乗り入れの可能性についても考慮していくことなどを書いており

ます。 

 次が、舟運についての方針でございます。現状等でございますけれども、先程申し上げ

ました通り、防災船着場の計画がございます。浜離宮恩賜庭園には船着場がございます。

舟運ネットワークの強化の一環として、羽田空港や両国、日本橋などにおいて船着場が既

に整備されている。こういうことを踏まえまして、目標といたしまして、舟運ネットワー
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クの要所として形成していくということでございます。方針につきまして、以下に書いて

ございまして、舟運ネットワークを活用・強化して、連携を図っていくこと、広域性の高

い交通インフラなどとの効果的な連携を図っていくこと、隅田川の勝鬨橋寄りのエリアに

おきまして、交通広場など、舟運が発着します船着場との一体性や効果的活用を考慮した

交通結節機能・防災機能を確保していく。その場合には、川からのゲート性を生かすとい

うようなことで、水に向けた顔づくりを行っていく。また、浜離宮恩賜庭園側の敷地にも

船着場を整備するなど、地域の回遊性を高めて、舟運ネットワークの導入を図っていくと

いうようなことを挙げております。以下に、舟運に係る方針図を記載してございます。 

 続きまして、歩行者ネットワークに係る方針でございます。こちらの現状等につきまし

て、こちらは、前回の検討委員会でも示してございますが、浜離宮恩賜庭園や銀座、歌舞

伎座などの方との、周辺の資源とのつながりを重視いたしまして、価値を高めていく必要

があるということで、周辺地域との相乗効果によりまして、更なるにぎわいを生み出して

いくことが重要であるということで、下には現状図等が描かれてございます。 

 次の１６ページでございますけれども、参考といたしまして、こちらも前回資料として

お示ししてあります隅田川スーパー堤防の基本断面図、防潮堤の断面イメージが描かれて

ございます。 

 次、１７ページでございます。目標が書かれてございまして、築地地区周辺の歴史資産

や文化資産などと連携を強化することができるよう、楽しく周遊できる歩行者のネットワ

ークなどを形成していく。その際、人の集まる交流拠点として更なるにぎわいを生み出し

ていくことができるよう、バリアフリーなどにも配慮した質の高い歩行者空間を形成して

いくことを目標としております。 

 次、方針につきまして下に大きく４つ挙げてございまして、周辺の様々な資源とのつな

がりなどを図りながら、つながる歩行者ネットワークの普及啓発を進めていく、スーパー

堤防などの活用によりまして、水辺沿いを歩く歩行者ネットワークを形成していくこと、

また、更に広域的な回遊性を高めていくことや、地区内においてもスーパー堤防の地盤面

の高低差を有効に活用して、また、歩車分離を図るようなこと、周辺の歩行者ネットワー

ク相互に結節できるような歩行者空間を確保していくなどを方針として掲げてございます。 

 こちらが、それに係る方針図でございます。留意事項といたしましては、防潮堤の活用

に際しましては、防潮堤の機能を維持していくことや、防犯上の対策などについてやって

いくことが必要だということが書かれております。 

 最後でございますけれども、地区内車両等交通機能の確保に係る方針ということで、現

状でございますけれども、先程も一部述べましたが、こちらの築地地区につきましては、
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新大橋通り、晴海通りの幹線道路に接しています。そちらの環状第２号線が現在整備中で

ございまして、浜離宮恩賜庭園側の敷地へのアクセスに制約が生じています。また、地区

内を横断する形で都市高速道路晴海線が都市計画決定されている。また、築地場外市場と

の間には補助３１６号線が都市計画決定されています。 

 目標でございますけれども、現状を踏まえまして、これら幹線道路や新たに整備される

交通広場等との接続等を確保して、景観にも配慮しながら、自動車などの交通機能を確保

していくということでございます。 

 続きまして、方針でございますけれども、新大橋通り、晴海通りからの適切な車両アク

セスを確保していくこと、環状第２号線地下部等を横断するアクセスを確保していくこと、

また、駐車場などの計画的整備を行うとともに、良好な景観形成や安全で快適な歩行者動

線の確保との両立を図っていくことなどを挙げております。 

 こちらが、方針図となってございまして、その留意事項といたしまして、都市高速道路

晴海線の計画との整合性を図りながら、将来の土地利用と合わせて検討していくこと、地

区内への出入りにつきまして、その具体的な位置については、今後、土地利用や開発によ

る交通量などとともに検討を行っていくということでございます。 

【事務局】   続きまして、土地利用について説明させていただきます。都市整備局ま

ちづくり調整担当課長の吉丸と申します。よろしくお願いいたします。 

 まず、土地利用の方針についての現状に対する認識ですが、前段の方に記載しておりま

す。まず、築地地区は、東京湾奥に位置しまして、周辺の観光、文化資源として、水辺、

浜離宮恩賜庭園、築地本願寺などの史跡がある。また、銀座方面には歌舞伎座等の劇場等

文化施設が集積している。また一方、隅田川沿いには、国の重要文化財にも指定されてい

ます複数の橋がありまして、かちどき橋の資料館と合わせて地域の観光資源となっている

としております。また、かつてこの地区、またその周辺については、外国人居留地や築地

ホテルがあった他、ミッション系の教育機関の発祥の地でもあって、国際的な文化交流や

交易の場でもあったとしております。更に、銀座から当地域にかけては、食文化にかかわ

る施設等が集積しておりまして、当地区においては、日本人の伝統的食生活・習慣に根差

す、世界にも知られたブランドが構築されてきた。更に、日本食は理想的な健康長寿食と

して世界からも評価されているが、人生１００年時代と言われる中、食事とともに運動な

どを通じて、より健康で生き生きとしていたいという、ウェルネスに対する人々の関心も

高まっているとしております。 

 写真から下の方については、現在の動き、あるいは立地条件について説明しております。

まず、銀座から大丸有地区、また、竹芝地区から浜松町にかけては、世界有数のビジネス
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交流機能の集積が今後一層充実していく予定でございます。また、臨海部では研究開発施

設や大学等が点在しておりまして、エンタメやスポーツ、エキシビション施設等が立地し

ている。更に、有明アリーナが整備されておりますが、臨海部では大会のレガシーが未来

に引き継がれていくというふうに書いております。これら地域を関連づける舟運ネットワ

ークの充実に加え、羽田空港や上野、浅草など観光スポット等とのつながりや地下鉄構想

の具体化により、東京都心や臨海部の拠点等との一層の連携強化が期待されるということ

です。 

 次、２２ページ、こちらについてはＭＩＣＥに対する充実について記載しております。

高い経済波及効果をもたらし、国や都市の競争力向上やビジネス・イノベーションの機会

創造、文化の発信等につながるＭＩＣＥ機能については、シンガポールやソウル等に後れ

をとっている。また、大丸有、日比谷、銀座、日本橋に、臨海部への入り口でもある築地

を加え、都心エリアの立地と歴史・文化資源を生かしたコンベンション機能を充実しつつ、

臨海部のエキシビション・エンタメ機能と結びつけることによって、日本最大の国際ＭＩ

ＣＥエリアを形成することが可能と考えています。 

 更に近年、海外都市においては、国際会議場機能と展示場機能の一体整備に加え、アフ

ターコンベンション機能も含む複合的な整備が行われており、東京の国際競争力を高める

ためには、こうした海外の都市の取り組みも踏まえつつ、一層踏み込んだ取組により、新

たな東京ブランドを創造・発信していくことが必要であると書いております。 

 また、浜離宮についても記載しております。当地区は、かつて徳川家の別邸「浜御殿」

であった「浜離宮恩賜庭園」をはじめ、「築地本願寺」、「築地場外市場」に隣接するととも

に、隅田川にも面しており、これらの恵まれた資源は当地区でのコンベンション開催を動

機付ける大きな要素となると書いております。また、例えば文化・芸術・音楽・デザイン・

スポーツなど、収益性や発信力の高いイベントも行えるような大規模集客施設を含む複合

型開発をすることで、これらの相乗効果によって、都市としての魅力向上に大きく資する

と書いております。 

 続きまして、２３ページ。こちらは、築地を真ん中に置きまして、周辺の広域的な関係

図を示したものでございます。１キロごとの円形を示したもので、青いラインが環状第２

号線という形で、都心部と臨海部の軸線上にあり、周辺では様々な拠点開発が行われてい

るというような絵でございます。 

 続きまして、土地利用の目標でございます。こちら、将来像でもありましたように、「創

発ＭＩＣＥ」機能を持った国際的な交流拠点の形成に必要となる機能を導入して、競争力

を高めていくと言っております。 
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 方針でございますが、まず、導入機能設定の視点といたしまして４つ書いてございます。

まず、浜離宮恩賜庭園や隅田川など地域資源との親和性。それから、またとない大規模な

土地の有効利用。それから、２０２０大会後の東京を牽引する先進性、国際性を持つこと。

それから、当地域が持っていたにぎわい・集客の性格を新たに創出すること。 

 更に、機能導入の考え方といたしまして３点書いてございます。まず、浜離宮恩賜庭園

や隅田川など地域資源、食文化など歴史的、文化的ストックを十分生かす。それから、江

戸・東京を象徴する文化の体験、スポーツ、ウェルネスに関するイベントへの参加など、

都民をはじめ、国内外からの多くの人々が楽しみを共有しつつ、東京の新たな魅力を発信

できるような機能を導入する。３点目、コア施設を核として、導入する機能相互が連携、

融合し、相乗効果を発揮しながら、国際競争力を高めていくとしております。 

 それから、その下の方には、更に留意して、効果的に機能を導入すべき考え方が書いて

ございます。まず、国際都市と比較して、東京に不足している機能、あるいは将来市場拡

大が見込まれる機能を導入。それから、インキュベーション施設等に関する機能を導入。

次のページにまいりまして、周辺の資源、特に浜離宮等とも連携した取組を重視する機能

を導入。それから、臨海地域に展開する様々な機能とも有機的なつながりを図りながら、

相乗効果を生み出すような機能を誘導。それから、ナイトライフを充実させ、にぎわい、

で、防災、環境、あと、分譲住宅の抑制、そういったものに留意すべきとしてございます。 

 それから、コア施設でございますが、ここでは大きく２つ考えています。まず１つは、

国際競争力向上に資する、展示場機能を備えた一定規模の国際会議場と、「都民に開かれた

舞台装置」となる大規模集客・交流施設の２つを考えております。 

 オープンスペースについては、２点書いてございます。まず、隅田川、浜離宮恩賜庭園

への視界の抜けも意識した、歩いて楽しい歩行者ネットワークの構築、また、眺望点とも

なる多目的広場等のたまり空間を適切に確保、それから、公園的活用も可能となる良質な

空間や広場も十分確保するということです。 

 続きまして、ゾーンの設定に対する考えです。地区内のエリア特性や立地条件などを踏

まえたゾーン区分を設定して、相互に連関して地区全体の一体的な機能発揮を図るように

設定しています。また、機能相互の連携については、地区全体のみならず、段階的に進め

られる整備の各段階においても有効に取り組まれる必要があるとしております。また、段

階的整備の進捗に応じまして、鉄道等の整備にふさわしい更なる土地の高度利用も図って

いければと思っております。 

 次、２６ページ、こちらは、次のページにゾーン図が出てきますが、それを意識して、

それぞれのゾーンごとの考え方について説明したものです。現時点でのゾーンごとの想定
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する導入機能のイメージでございます。この考え方については、今後社会状況等を踏まえ

まして、まちづくり方針の見直しも行いながら、官民の役割分担も含め適切に設定してい

く必要があると考えています。 

 まず最初に、おもてなしゾーンでございます。これ、浜離宮側のエリアになります。こ

ちらについては、先程コア機能と申しましたが、そのうちの一つであります国際競争力向

上に必要な展示場機能を備えた質の高い国際会議場、高級ホテル・ボールルーム、こうい

ったものを想定しております。 

 隅田川沿いについては、水辺の顔づくりゾーンという形で、アメニティ性の高い広場・

緑地、レストラン等を想定してございます。 

 それから、真ん中の最も面積の大きい交流促進ゾーンでございますが、こちらは、もう

一つのコア機能でございます、庭園側に設けます会議場とも連携した、「都民に開かれた舞

台装置」となる大規模集客・交流施設等並びに築地の場所性も踏まえた新たな東京ブラン

ドの創出に資する研究開発施設、こういったものを想定しております。 

 最後にゲートゾーン。こちらは、「交流促進ゾーン」や「おもてなしゾーン」に導入され

る機能や浜離宮恩賜庭園等とも連携する交通ターミナル機能、バスターミナル、地下鉄の

駅前空間、舟運ターミナル、こういった機能や防災機能の確保とともに、水辺に顔を向け

たまちづくりを行うとしてございます。具体的には、交通結節点にふさわしいにぎわいを

創出するようなホテル、サービスアパートメントなども想定してございます。 

 ゾーニングをイメージしたものが、２７ページに書かれている絵でございます。グリー

ンがおもてなしゾーン、先程申し上げましたように、コアの一つになります国際会議場等々

を考えております。真ん中については、「都民に開かれた舞台装置」を、いまイメージして

おります。茶色い部分がゲートゾーンという形で、こちらは交通結節、交通ターミナル機

能を中心とした、それにふさわしい機能を考えているという形です。この中に様々な凡例

でいろんな絵がございますが、これについては、今後具体的な条件については、事業実施

方針の中で詳細を決めていくと考えております。これはあくまでもイメージ図でございま

す。 

 続きまして、２８、２９ページの景観形成についてご説明いたします。こちらについて

は、景観行政団体が東京都ということになりますので、東京都の景観計画で記された位置

づけを示してございます。臨海景観基本軸、隅田川景観基本軸、浜離宮・芝離宮景観形成

特別地区、それから、水辺景観形成特別地区という形で、いろんな軸が重なっている地域

で、景観的に魅力のある場所というふうな位置づけになってございます。 

 この場所での目標といたしましては、軸はいっぱいありますけれども、特に隅田川、東
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京湾、浜離宮恩賜庭園からの見え方などに配慮しながら、水辺のロケーションを生かし、

文化の創造拠点を象徴するすぐれたデザイン、景観を形成するというふうにしてございま

す。 

 その中でも、方針の中で、特に１パラのところにございますが、東京湾や隅田川から見

て、「水の都・東京」の玄関口としてふさわしい、象徴的で印象的な景観を形成する。その

際、地区全体の一体的で調和のとれたスカイラインの形成に配慮し、特に勝鬨橋寄りの船

着場周辺については、隅田川側からのゲート性を意識して、水に向けた顔づくりを行うと

いうふうにしております。更に、地区内の建築物等のデザインについては、「オモテ」を水

辺に向け、より価値の高い景観形成を図っていきたいというふうに考えてございます。以

下は、いろいろ書いています。最後の方に、夜間景観についても触れております。隅田川

沿いにおける魅力的な夜間景観についても創出していくという内容でございます。 

 続きまして、環境配慮に関しましては、真ん中あたりに東京都環境基本計画、これが東

京都の上位計画になりますが、こちらで書かれている内容に基づいて記載してございます。

目標といたしましては、先進的な技術等による環境配慮を実践しながら、時代の最先端の

モデルとなる、より高度で持続可能な都市を実現するとしてございます。 

 方針については、書いてある通りでございます。 

 続きまして、３３ページの上の方に、現時点での取組例という形で、いま現在、取り組

まれているようなＺＥＢとか、あるいはエネルギーマネジメント推進といったものを例と

して取り上げております。 

 その下に、参考として、今後いろんな技術の発展によって、環境も含めた各分野の取組

も変わってくるという意味で、あくまでも参考でございますが、この下の方に出典が書い

てございますが、「東京ベイエリアビジョン」で取り上げられた資料の抜粋でございますが、

要素技術のキーワードマップ、こういった要素がいろいろかけ合わされて、新しい技術が

開発されて、新しい取り組み例が出てくるのではないかということで、将来を見越した形

で、参考としてこういった資料を記載させていただいております。 

 続きまして、段階的な整備の進め方という形で、最初の方に段階的な整備の意義につい

て書いてございます。まず、２３ヘクタールという大規模な土地でございますので、こち

らの開発については、周辺に効果を波及し、東京全体にインパクトを与えるものでござい

ます。開発を進めるに当たっては、周辺地域の付加価値の向上、ひいては東京全体として

の価値の最大化を図るため、時間軸を意識して、大規模な土地のポテンシャルを最大限引

き出すとともに、周辺との相乗効果や機能分担を図りながら、適切な機能を順次導入、整

備していくとしております。それから、その際、民間の活力や創意工夫を最大限活用しな
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がら、戦略的に整備を進めていきたいというふうに考えております。また、ここは土壌を

はじめ、埋蔵文化財もありますので、こちらも戦略的な考えで進めていくと書いてござい

ます。 

 その下は段階的な話ですが、全体で、０、１、２、３という段階を踏んで考えておりま

す。まず、０段階でございますが、こちらは船着場周辺の方になりますが、水の都にふさ

わしい舟運活性化などの観点から、船着場を先行整備したい。予定としては、２０２０年

ごろに事業者を募集、中期の定借を考えております。 

 続きまして、第１段階。こちらが浜離宮側、おもてなしゾーンになりますが、こちらに

ついては、地域全体の価値を早期に高められるよう、庭園側のエリアの開発を行うといた

しまして、こちらについては、２０２２年ごろに事業者を募集し、長期の定借を考えてご

ざいます。 

 続きまして、第２段階、こちらが１０ヘクタール以上ある、大きな敷地でございますが、

この中央エリアについては、まとまった規模の土地のポテンシャルを最大限引き出せるよ

うな形で開発を考えてございます。関連して、スーパー堤防の整備も行うことにしていま

す。こちらについては、時期は２０２０年代の半ばごろ事業者募集で、長期の定借。 

 最後に第３段階。こちらは０段階と全く同じ場所でございますが、こちらは将来インフ

ラが整備される可能性もあり、高度利用が可能となる可能性もありますので、こちらは、

その時に再整備を考えて、長期の定借を考えているということでございます。 

 最後に、築地まちづくり方針の策定後の進め方といたしまして、３６ページになります

が、こちらは、まず、先行地区の民間からの提案を受けるために、東京都は、策定後、事

業実施方針や事業者募集要項を作成し、より具体的な条件等を提示していきたいと思って

おります。合わせて、必要な都市計画手続、こういったものも進めて、環境を整えていく

というふうに考えています。それらの際は、当然ですが、民間の知恵やノウハウを最大限

生かす観点から、必要に応じて民間のヒアリングも行っていきたいと考えてございます。 

 それから、真ん中あたりに書いてございますが、各段階の開発・整備がまちづくり方針

に沿って適切に進められるよう、まちづくりのマネジメント体制を整えることも必要であ

ると書いてございます。 

 その際、港区や中央区とも連携しながら、学識経験者の参画も得て、仮称でございます

が、デザインフォローアップ会議を設置して、長期的に一貫して開発をコントロールする

仕組みを整えていきたいと考えております。 

 最後に、なお書きですが、これはあくまでも段階的整備でございますので、まちづくり

の進捗に応じて、このまちづくり方針そのものを適時適切に見直しを行っていくと書いて
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ございます。 

 ３７ページ以降については、付属資料といたしまして、これまでの会議で活用させてい

ただきました資料を整えてございます。こちらは、参考資料ですので、本日、説明は省き

たいと思います。 

 以上で、説明を終わります。 

【岸井隆幸座長】   何か総括的に補足がありますか。よろしいですか。 

 それでは、いまの説明資料の内容に関して、ご意見をいただきたいと思います。ご質問、

ご意見、どこからでも結構ですので、活発にお願いしたいと思います。 

【宇田左近副座長】   細かい話ですが、これ、主体は誰が出すことになるんですか。

表紙に、書くとしたら、誰なんですか。 

【事務局】   東京都になります。 

会議での取りまとめを受けまして、行政として最終的に決定をするものです。 

【宇田左近副座長】   そうすると、ここに留意事項でいろいろなものが出てきて、交

通量などと共に検討するとか、何々とする、必要があるとか、そういう言葉でいろいろ投

げかけを行っているんだけれども、それの受け手というのは誰になるんですか。例えば１

８ページの留意事項とかあるじゃないですか。それで、「以下について留意する」というの

は、都が自分たちで留意すると言っているということなのか、今後、これを民間の何か指

針として出すときに、この文言で開発者に対して投げることを念頭に置いているのか。こ

の辺はどうでしょうか。 

【岸井隆幸座長】   いかがでしょうか。 

【事務局】   方針全体の中で、どの部分を民間にやっていただく、東京都がやるとい

うのを、一つ一つはっきりと明示してはございませんが、例えば公共が工事をする部分で

すとか、公共が必ず調整する部分というのは、いまの防潮堤のところですとか、東京都と

いうところもあると思いますが、土地利用ですとか、民間の提案を受けるに当たって留意

していただきたいということなどが、今後、募集をするに当たって、こういう考え方で提

案していただきたいと示していくという部分もございます。 

【宇田左近副座長】   例えば２４ページ、「インキュベーション施設等の機能を導入す

ること」と書いてあるじゃないですか。これって、何かスペックみたいな感じがするんで

すよね。東京都がすることというのを、誰に対して言っているのかということは、抽象的

な意味というふうにとっておいた方がいい、こういうことでしょうかね。何か細かいこと

を言っていて申しわけないんですけど、単に国語の問題かもしれないんですけれども、内

容というよりかは、ちょっとこの留意しろということをいろんなところで言っているので、
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東京都の名前で留意しろと言われたら、誰が、おお、そうしますと言うのかという、単に

それだけのことなんですけれども。特にあまり違和感ないですかね、それは。他の皆さん

は。こういう方針というのは、こういう書き方であるということなんですかね。 

【岸井隆幸座長】   どうでしょうかね。誰がという話に関して言うと、全体の中で、

４ページですか、先程の緑の矢印ありますね。これで見る限りにおいては、「民間の力を最

大限活用し」と書いてあって、段階的に開発を進めていくということも書いてあるんです

けど、どういう方法でやるかということに関しては、もう既に前提があるという理解でい

いんですか。つまり、この方針の前提として、土地をどのように動かし、民間との関係に

おいて提示するのかというかな、売ったりはしないとか。簡単に言いますと。貸すのかと

か、売るのかとか、そういう話というのは、ある程度前提になっているという意味で理解

していいんですか。そうすると、留意事項というのが、それにかかわって出てくる留意事

項ということにもなるんだけど、その辺はどうでしょうか。 

【事務局】   画面でいきますと、３４ページに段階的整備の進め方を示しております

けれども、想定といたしまして記載しております。民間の事業者が、土地を活用する、建

物を建てるという部分に関しましては、事業者を募集し、定期借地による活用を行うこと

を想定ということを、段階的整備の章の中に書かせていただいています。 

【岸井隆幸座長】   その前に書いてある留意事項というのは、留意事項を解いてから

提示するのか、留意事項そのものが民間側に投げているんだというのと、どちらがどうな

っていますかというようなご質問だと思うんですが、その整理はできているのかな。 

【事務局】   実際に今後募集をするまでの間に、実施方針、募集要項でどういう書き

方をしていくのかというのは整理が必要で、もう少し踏み込んで、具体的に書いていく場

合ですとか、もっとスペックを示していくですとか、そういうことも含め、民間にどうい

う提案をしていただくかというのを、また今後、段階ごとに整理をしていくというところ

でございます。現段階で決まっていない部分もございます。整理をしていくに当たって、

もちろん東京都としても留意をしますし、提案をする事業者さんにも留意をしていただき

たいというところでございます。 

【宇田左近副座長】   こだわるようで、申しわけない。２４ページ。上記の基本的な

考え方と併せて、効果的に機能を導入すると書いてあるじゃないですか。その後に、「他の

国際都市との比較において東京に不足している機能や将来市場拡大が見込まれる機能を導

入する」というのだったら、都としては導入するということなんだけど、「導入すること」

と言われると、誰かに対して導入しなさいと言っているように見えるんですね。そうする

と、対象は誰かという話に、ちょっと気になったということなんですね。「導入する」と言
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い切っていると、多分、都としてはそうしますよというふうに、今回言っている。「するこ

と」とちょっとニュアンスが違わないかなと。 

【事務局】   ２４ページの書き方は、意味合いとしては、この考え方でもって、この

まちづくりは進めていく、そういう考え方で、皆さん関係者は念頭に置いてくださいとい

う意味ですから、これに基づいて民間事業者も従うということも出てくるでしょうし、行

政もこの考え方でコントロールしていくということになるでしょうから、そういう面では、

包括的な基本的なスタンスとしてまず書いていると。具体的に誰がどうするかについては、

詳細は、先程申し上げたように、別途実施方針などで、更に詳細を示していくというスタ

ンスでいるということであります。 

【宇田左近副座長】   なるほど。何か共通で認識を持っていれば、僕はいいと思うん

ですよね。 

 あと、目次のところで、「はじめに」とか、「築地地区の将来像」とか丸がついているが、

１０ページの「分野別の方針」という見出しはなくていいのでしょうか。 

【事務局】   目次との関係は整理いたします。 

【宇田左近副座長】   そうですね。お願いします。 

【岸井隆幸座長】   いまの先の方にご質問があった留意事項に関してなんですけど、

やや気になるところも、確かにあるんですよね。例えば、明らかに民間の方がやるという

ことと、それから、前提を都が提示するというものと、何かちょっと２種類入っています

よね、確かに。だから、ある意味では、募集要項をつくる前に、東京都がしっかりと事前

調整をして、まだこの段階では解けてないけど、もう一段ちゃんと解いてから、民間に提

示しますよという内容のものと、それから、民間側が提案するときには、これをぜひ留意

してくださいというのと、ちょっと混乱を招くかもわからないから、例えば東京都のとこ

ろは、何かもうちょっとわかりやすくというか、ちょっと工夫が要るかもしれないですね。

民間の方が読んだときに、全部自分でやらなきゃいけないのかと思うのかどうかですよね。

結構大変だなと思われてもいけないと思うし。確かに留意事項については２種類入ってい

るような気がしますね。表現が工夫できればいいけどね。 

 結構大事な話だと思うんですよね、留意事項が。募集要項までにちゃんと解かなきゃい

けないということで、今回はまだ解けてないという理解でいいのでしょうか。 

【事務局】   当初は、官民役割について、どこを民にやっていただくかを解く作業は、

来年度以降の検討の中で更に具体化していきたいというふうに考えております。いま、そ

の一歩手前のところで、基本的な方向性として書いておくべきことを書いているというと

ころですので、解く作業は引き続き行っていきたいと思います。 
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【岸井隆幸座長】   例えば１３ページですか、上に図があって、下に「都市高速道路

晴海線へのアクセスについては、その計画との調整を行う必要がある」と入っていますよ

ね。これは、計画論としては、このエリアの計画を立てるときに留意しなければならない

ことというのがわかるんだけど、それを実際に、この次の段階は、募集要項をつくって、

民間に求めていくという話になるわけですよね。では、この部分はそれまでに東京都が一

生懸命頑張って整理するということですよね、きっと。だから、そういう意味でも、皆さ

んにも見ておいてほしいわけですよ、関係者の方に。もう書いた以上は、整理するよとい

うことなんですよね。それ以外の、民間の方に募集をしてもらうときに留意してほしいこ

ともあるので、そこは、留意事項というのは少し混じっていますよというのがよくわかる

ようにしておいてあげた方がいいかもしれないということと、皆さんの立場でいうと、そ

ういう目で見てほしい。自分たちが解かなきゃいけないんだと。要するに、ある意味、解

かないと、募集要項をつくれないというようなものになっていますよというあたりも、よ

く目配りをしておいていただきたいと思うんですよね。 

 他にはどうでしょうか。どうぞ。 

【中井検裕委員】   いまのお話でいくと、私の理解は、いまの岸井先生のお話と同じ

なのか、ちょっと違うのか、よくわからないんだけど、これは、誰がやるにしろ、築地を

やる以上は、こういう形で縛りますというような性格の、つまり自分でやるにしろ、民間

事業者がやるにしろ、例えば導入企業については、こうあるべきだという、ある意味、「誰

が」をぼやかした方向で、最初はずうっと書かれていると。だから、誰がやるにしろとい

うのは、最後に事業手法として定借というのは出てくるけど、その定借の公募のときに、

官と民のどちらがその留意事項に配慮するかというところまでは、この文書では具体的に

は触れられてないというのが、私の読み方だったんだけど、それでいいんですかね。 

【岸井隆幸座長】   多分そうだと思うんですね。触れられてないので、読む人は、そ

う読んでくれればいいけど。 

【中井検裕委員】   そうそう、それはあるとは思うんですよね。 

【岸井隆幸座長】   皆さんも、だから、民間が整理するんだと思ってもらったら困る

と。私の立場からすると、これは東京都が整理する部分、かなりあるのだから、民間に出

す前に、これは解くんですよという宿題をもらっているんだということと、逆に、民間に

とってみると、ある意味では、条件として考えなければならないことだというふうにも、

書いてある以上は、読まれるんだろうなという気はしますけどね。そういう理解でよろし

いですかね。 

【事務局】   はい。 
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【岸井隆幸座長】   そこのところは、関係者の皆さんだと、ここはちゃんと解かない

と出せませんということについては、事務レベルでやはりしっかりと合意しておいていた

だかないと、民間提案を待ってからやるのではないという部分と、民間提案の中にそれを

求めているというのと、ちょっと事務レベルでは整理しておいた方がいいですよね。 

 他にはいかがでしょうか。 

 定借に関しては、どういう借地料かなんていうのは書かないでいいのでしょうか。 

【事務局】   そういったことも含めまして、具体的にどんなふうに募集していくかと

いうことの中で、しっかりと検討していかなければいけないという内容だと考えています

ので、現段階ではその方向性について示す段階ではないと思っております。 

【岸井隆幸座長】   この方針では書かないということですね。 

【中井検裕委員】   １つ、２５ページのところですけれども、ちょっと揚げ足を取る

みたいなんですけれども、上から４つ目の黒ポチですかね。住宅はやめましょうというの

が私の理解だったので、分譲だけじゃなくて、これだと賃貸ならいいぞみたいなふうにも

読めるし、サービスアパートメントみたいなやつはどうするかというのがもやもやっとし

ているので、ここの書き方、「など」だとか何か、ぼやかしていられるのだろうけれども、

通常考えるような意味での住宅はやめるということは、わりと私は明確に出すのがいいん

じゃないかと思っているので、そのあたり、まだ可能性はゼロに消したくないというよう

な話なのか、その辺はいかがですか。 

【事務局】   そこに関連することとして、サービスアパートメントをゲートゾーンに

つくるという方針を書いていますので、賃貸住宅は書けないかなということで、ここは分

譲だけにしているんですけれども。 

【岸井隆幸座長】   むしろサービスアパートメントは入れましょう、想定しましょう

と言っているわけですね。 

【事務局】   そうです。それ以外の一般の賃貸住宅をどうするかというのは、ちょっ

と工夫の余地はあるかもしれません。 

【事務局】   サービスアパートメントは、例示としてゲートゾーンの説明の中に言葉

も入れております。 

【中井検裕委員】   ありますね。入っていますよね。だから、サービスアパートメン

トは、用途上、住宅になるんだろうけれども、中央区さんの方でも、そういうふうにお考

えなんですかね、その辺は。 

【都市整備部長（中央区）】   サービスアパートメントは住宅だとは認識はしておりま

す。区の開発の中でも、サービスアパートメントは特段排除してない形ではやっています
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ので、ここでそれを排除する必要はないというふうに思っております。ただ、「分譲住宅な

どの導入は抑制すること」というところは多少こだわりはあるのかなという感じはして。

でも、ここを賃貸と書いちゃうと、そっち側がひっかかっちゃうので、そうであれば、こ

のままで大丈夫かなという気はしております。 

【宇田左近副座長】   これ、もともとは、前の議論のときもあったんだけど、特定の

人がここに所有権等々を持って、居ついてしまうというか、それはやっぱり避けて、にぎ

わいだから、いろんな人たちがここを活用するようにしようよというのが基本方針なので、

分譲してしまうということは、そこを買った人たちが、そこにずっといるわけですよね。

そういう環境ではないというのは、もともとのコンセプトであったんじゃないかなという

感じなんですよ。だから、賃貸だったら、分譲だったらというのも、その議論もあるんだ

けど、要するに特定の人がここで長期、固有に使うことを避けるというのがもともとのコ

ンセプトじゃないかなという感じはしましたね。それの表現の仕方として、「分譲などの」

とか、これがお役所の言葉なんだと思うんだけど、趣旨はそういうことなんじゃないかな

というふうには理解しています。 

【中井検裕委員】   わかりました。いまの宇田先生の言われている趣旨だとしたら、

もう少しそういうことがわかるようにほんとうは書いた方がいいのかなという気もしまし

たけれどもね。結果的に、タイプというか、用途としては多分こういう書き方にならざる

を得ないのかなという気はしますけれども。だから、所有というか、持ち方の問題と、そ

れから、用途の問題みたいなのがちょっと入れ子というか、両方が思惑がそれぞれあって

ということなんでしょうかね。趣旨はわかりました。 

【岸井隆幸座長】   基本的に分譲住宅は、どちらの考え方からいってもないんだろう

ねということは、この中の合意としては残しておきたいと思うんですけれども。あとは、

微妙なところがやっぱり出てきますよね。先程のサービスアパートメントだとか、もし医

療系のものが来たときにはどうなのかとか。多少泳ぎしろがあるのかもわかりませんね。 

 他はいかがでしょう。 

【宇田左近副座長】   各局さん、どうかというのは、何かご意見をいただいた方がい

いかな。 

【岸井隆幸座長】   そうですね。 

 では、順番にいきましょうか。どうぞ。 

【主計部長】   主計部でございます。 

 このまちづくり方針自体に書き込むということではないと思っています。これから整理

していく話だろうなとは思っていますけれども、先程来話が出ております官民との役割分
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担という中で、例えば国際会議場なんかをどの主体がつくっていくのかという話がこれか

ら出てくるのだろうと思っています。それが、民がつくっていく、また、コンセッション

方式のようなものでつくっていくのか、もしくは東京都がつくっていくのか、それはいろ

いろ手法だとか規模感というのもこれから出てくるんだろうな、整理していかなければい

けないんだろうなと思っておりまして、仮に東京都、公が負担する部分というのが出てき

て、それがそれなりの金額になるということであれば、その財源をどう確保していくのか、

そういうことも考えていかなければいけないんだろうなと思っておりますので、その点に

つきましては、これから規模、あとは主体も含めて整理していく中で決めていくのだろう

なと思っておりますけれども、その点につきましては、財政当局としても認識をしている

ところでございます。 

【岸井隆幸座長】   はい。いかがでしょうか。 

【財産運用部長】   財産運用部ですが、ここに今回出ているのは、コンセプトであっ

たり、多分にイメージという部分が多いと思うので、先程からお話に出ていたような、誰

がどれをやるべきなのかみたいなのが見えにくいのもあると思うんですけど、これから募

集要項とか、公募にかかる規定を決めていくのが結構大変なことかなとは思っているんで

すけれども、まさにそこで適切に募集をしないと、誰の負担になるかということが大きく

違ってくるので、そこのところでしっかり定めていかなきゃならないので、丁寧にやらな

きゃなという感じを抱きました。 

【岸井隆幸座長】   先程定借の借地料の話を聞いたのは、ある市有地の公募が出まし

たが、こういう機能をマックスに、普通だったら、商業とか業務で使うと、この程度の賃

料です、賃料というか、借地ですと。でも、こういう機能を入れてくれるのだったらば、

賃料を下げますということを明示しているんですよね。それは、そういう審議会の場の皆

さんにも話をして。結局、欲しいものが、なかなか最大限をもたらすようなものではない、

収入としてはですね。でも、欲しい。だから、それはその市としては、はじめからそうい

うことを理解した上で賃料を安くしますよという方法を、提示したわけですね。多分同じ

ようなことを聞かれると思うんですよね。物を自分たちでつくるという手もあるし、それ

から、いまのような賃料で多少サポートするのもあるし、何か違う方法でやるのもあるし。

これから工夫がいろいろ要るんだと思うんです。ぜひ柔軟に考えていただいて、いい方法

を探していただきたいと思いますね。 

 では、都市整備局さん、いかがでしょう。 

【都市づくり政策部長】   先程議論があった基盤施設の役割分担というか、これから

解かなきゃいけない話のことはよく理解できたんですけれども、３ページにある具体化に
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向けた流れの中で「民間事業者整備部分について民間から提案を受けながら」と書いてお

きながら、後ろには、公共が整備する部分というのはどこなのかとか、民間が整備する部

分というのを明示はしていないので、ちょっとそこが、これを見たときにわかりにくかっ

たんですけど、もちろん今後実施方針等で示されるとは思うんですけれども、その役割分

担というところがもう少し書いてあった方がよかったのかなというふうには思いました。 

【岸井隆幸座長】   それはぜひ、決めていただくしかないので。行政の中で、やると

したら、東京都がやらなきゃ、多分、他の行政主体はないわけでしょう、きっと。中央区

さんもあるんですか。何か手伝ってもらってもいいと思うけど。 

【都市整備部長（中央区）】   はい。 

【岸井隆幸座長】   もし東京都がやるべきところが多いのであれば、どこで民間との

線を引くのかというのは、これからぜひ関係部局で一つ一つ詰めていただいて、それをも

とに募集要項ができ上がるということですよね。よろしくお願いします。 

 他、どうぞ。 

【交通政策担当部長】   交通政策担当なんですけれども、舟運は、基本的に事業者が

民間事業者という形なので、一応、舟運ネットワークなんかでも、絵なんかも描いている

んですけれども、これもお願いして、イメージという形にしたんですが、あくまで主体は

民間ということなので、これでいきますよというふうに確定というわけではなくて、こう

いうことが考えられますよと、そんなイメージでいきたいなと。やはりここの土地利用と

いうか、ここの魅力によって、当然舟運の事業者さんの状況も変わってくると思うので、

段階的になってくると思うんですけれども、いずれにしても、こちらでこうだと決めつけ

てはいけないなと。 

【岸井隆幸座長】   一応１４ページの絵の中では、凡例ではイメージと書いてあるん

ですよね。 

【交通政策担当部長】   そうですね。 

【岸井隆幸座長】   この程度でいいかどうかですけど。 

【交通政策担当部長】   要は、ここでやりますよと言っても、民間がついてくれるか

という、これはまだわからない話なので、これからまたいろいろ働きかけとかは当然して

いかなきゃいけないと思っていますけれども。 

【岸井隆幸座長】   ただ、１４ページの絵を見る限りにおいては、築地川のいまの船

着場と反対側にも船をとめられるようにはしますよということは、逆にこれは示している

というふうに読むことができますよね。この部分は整備するわけだから、東京都並びに民

間で。これは大丈夫ですよね。築地川の、いまの浜離宮と反対側のところにも矢印がぽん
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とついているところ。 

【河川部長】   河川部なんですけど、築地の市場の方につける船着場については、計

画上あります。ただ、この黄色いところは、まだそういう、行政側としては計画はありま

せん。 

【岸井隆幸座長】   ないですか。 

【宇田左近副座長】   これ、想定施設と書いてあるね。黄色だから。 

【岸井隆幸座長】   書いてもいいですか。書いたらだめですか。 

【宇田左近副座長】   いいでしょう、これ、想定施設。想定だから。 

【岸井隆幸座長】   物理的にできるかどうかということなんですけど、まず。可能性

がちゃんとあるということでいいですよねということなんですけどね。民間にそこを頼む

のかどうかというのはありますけど、物理的にできないものを書くわけにいかないわけな

ので、そこは大丈夫ですよねという確認です。 

【河川部長】   民間がつくるものを、許可するということになる。 

【岸井隆幸座長】   そうであれば、やれることはやれると。両側にまたがっている、

この連携というのは、これは機能を示しているということでよろしいんですか。これも何

かよくわからなかったのですが。船着場の舟運ネットワークをイメージという理解でいい

ですか。何かこれをこうピストンするような、これは何か来るのかみたいな、思われてし

まってもいけないですよね。 

【事務局】   機能としての部分もあるでしょうし、幅広い意味で書いているので、こ

の表現は考えます。 

【岸井隆幸座長】   そこはちょっと、この舟運のネットワークではないということで

理解すると。 

【事務局】   ここ自体、舟運のページではあるので、このページをどういう表現をす

るかというのはございますが、一般的に浜離宮との連携という言葉を使っているときは、

いろんな意味があると考えてございます。 

【岸井隆幸座長】   それでは、港湾局さんですかね。 

【企画担当部長（港湾局）】   港湾局の企画担当なんですけれども、方針自体に対して、

特に何か意見がということではないんですけれども、築地については、都心と臨海部を、

我々の所管している臨海副都心をつなぐ軸上の一つの大きな拠点ですので、今回こういう

にぎわいとか交流の拠点として発展していくという考え方が示されたことを受けて、我々

としても、臨海副都心のこれからの発展というのを、いままさに検討しているところなの

で、どう連携していくのかというのは、これからの課題だなというふうに認識しておりま
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すので、引き続きよろしくお願いしますということです。 

【岸井隆幸座長】   どうぞ、続けて。 

【港湾整備部長】   私も港湾局港湾整備部なんですけれども、すぐ隣接する浜離宮前

面の防潮堤を活用した歩行者ネットワークということで、この辺の整備時期については、

本体が段階的な整備ということになっておりますので、具体的なスケジュールについてま

た内部で調整させていただいて、適切な時期までに完了させたいと思っております。 

【岸井隆幸座長】   これ、やっていただけそうなので、大変うれしいんですけど、留

意事項で安全の話も書いてありますけど、やっぱり結構質を高めていただきたいなと。た

だ歩ければいいよというよりは、もうちょっと魅力的なものでぜひお願いしたいと思いま

す。 

【港湾整備部長】   今後検討させていただきます。 

【岸井隆幸座長】   次は市場の関係ですか。 

【企画担当部長（中央卸売市場）】   中央卸売市場でございます。いま豊洲に移転して

３カ月たっておりますけれども、築地の場、まだうちの局の所管になっていまして、解体

工事を着実にしている段階でございます。オリンピックで活用する施設もあるので、オリ

ンピック後、更に募集するまでに適切に解体を進めていきたいということが１つと、あと、

やはり築地に対して、事業者さんの中には、さまざま注目されている、築地が先々どうな

るのかと注目されている方もいらっしゃいます。「大きな視点」の段階で、仲卸業者さんの

団体の方にいろいろ情報提供いただいているんですけれども、今回の素案が出た段階で、

また仲卸業者さんの団体の方にいろいろ情報提供いただきまして、仲卸業者さんの団体と

していろいろ意見がある場合に、申し出ができるような形をとっていただければと思って

おります。 

【岸井隆幸座長】   では、環境局さん。 

【政策調整担当部長】   環境局でございます。いろいろ環境に関する方針を書いてい

ただきまして、この大前提のもとでやらせていただきたいと思っています。先程ご説明に

ありました通り、土壌汚染対策は、特にきちんとやっていかなきゃいけないと考えており

ますし、あと、ＺＥＶとＺＥＢのご紹介もいただきましたように、エネルギーや低炭素、

資源循環など、もろもろの支援メニューを、私ども持っております。あと、段階的な整備

ということなので、今後の話になるのかもしれないですが、事業の種類と規模によっては、

例えば環境アセスメントとか、そういったものもかかってくるのかもしれませんので、い

ずれにしても、適時適切に連携させていただきたいと思っております。 

【岸井隆幸座長】   この手の開発行為で環境アセスメントが必要になるとすれば、ど
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ういう条件の場合になりますか。 

【政策調整担当部長】   現行条例ですと、例えば新規の市街地再開発事業では、施工

区域面積２０ヘクタール以上となります。それから、あとは駐車場の場合、車両台数１，

０００台などがあります。今回は段階的ともおっしゃっていますし、実際該当するかはわ

かりませんが。 

【岸井隆幸座長】   いまのところだと当たらないかもわからないですね。 

【政策調整担当部長】   はい。 

【岸井隆幸座長】   では、建設局さん、いかがでしょう。 

【公園緑地部長】   公園緑地部ですけど、隣に位置します浜離宮庭園というものを所

管して、そことの新たなまちづくりとの相乗効果といった面に関して、そういうふうな形

でできたらなという思いでおります。また、ハードでいろいろな連携が考えられるのです

が、どうしてもやっぱり歴史文化遺産というもの自体は、その物を守っていくということ

がございまして、なかなか様々な新しいものを受け入れるというのに非常に消極的なとこ

ろがありますけれども、その中で、いろんなソフトな連携を含めて、できることというよ

うな形でいろいろと連携しながら、庭園自体の魅力も向上させていきたいと考えておりま

す。 

【岸井隆幸座長】   ＭＩＣＥ的な機能を、特に国際会議場のようなものを入れると、

背景には、その脇にある浜離宮という、大変いい緑と公園があるということだから、当然

これは、ある意味では連携して使っていくということをできるようにはしていただかない

と、後で嘘ついた話になってしまうので、そこはぜひ柔軟に、いろんな仕掛けをご用意い

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

【河川部長】   河川部ですけれども、隅田川のテラス、スーパー堤防の整備につきま

しては、今年度から一部着工します。スーパー堤防の裏の部分、そこは開発の動向と調整

させていただきながら順次整備していきたいというふうに考えております。それから、築

地川の方につきましても、これも開発のスケジュールと合わせまして、護岸整備、また、

遊歩道化というんですかね、そういったことも調整させていただきたいというふうに考え

ております。 

【岸井隆幸座長】   築地川のところは、具体的にもう何かやることは決まっていらっ

しゃるんですか。 

【河川部長】   いま一応、環２の道路があったり、桟橋構造になっているんですね。

それを撤去して、護岸はやり直す形になると思います。ただ、それをどうやってテラスみ

たいにしてやるかというと、開発がどういう高さで何をつくるか、そういうのと合わせな
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がら、うまく整合をとっていければいいというふうには考えています。 

【岸井隆幸座長】   ありがとうございます。隅田川のテラスの方は、スーパー堤防の

裏のりと関係なく、粛々と先に進んでいくということでよろしいですか。 

【河川部長】   広幅員の、少し広目のテラスをつくります。それで、船着場もそこに

つけます。 

【岸井隆幸座長】   船着場のエリア、例えば２７ページ、おそらくこれが総括的な図

なので、世の中に出ていくときは、こういうのが一番見やすい図として出ていくと思うん

ですけど、２７ページですね、使われがちなんですけど、このときの船着場の位置は、こ

ういうエリアしか描いていないんですが、これでよろしいですか。 

【河川部長】   その辺も、要は車をテラスに下ろそうとなりますと、ちょっと高い堤

防を越えていきますので、その勾配をどういうふうにちゃんととれるのかとか、裏の道路

の高さとの関係もあるので、そこはちょっと具体的に検討しないと、位置を明確にはでき

ない。 

【岸井隆幸座長】   テラスそのものを船着場と呼んでもいいわけですか。それだった

ら、全部船着場ですか。 

【河川部長】   テラスの前に船が着くところは。 

【岸井隆幸座長】   テラスまで全部船着場と描いてもいいんですけど、いまの形は、

船着場というのは、勝鬨の両側についているじゃないですか。それで、いま絵としては環

２の方にはないわけですよね。 

【河川部長】   先行的にやるところにまずつくるとすると、勝どき側に寄っちゃうん

ですけれども、大きな開発が来るときには、もうちょっとこっちにもなるので、やり方に

ついては、交通結節点をどこにとるかとかですね。 

【岸井隆幸座長】   環２の方に船着場をつくることもあり得るわけですか。 

【河川部長】   それは、どのぐらい寄れるかというのが、あまり橋には寄りたくない

んですけれども、船着場は。 

【岸井隆幸座長】   この絵は世の中に出てきますから。だから、環２側にはできない

んだなと思われるのが正しいのか、実は環２側にもつけられるんだったらば、どこかわか

らないところ、かなり幅広目に船着場がとれるよということを示した方がいいような気も

するんですけど。環２側の方ももうちょっと寄せられるというならば、テラスそのものを、

将来の船着場利用ができるという意味において、テラスという形で描いておいてもいいか

もわからないし。 

【河川部長】   ある意味、具体的になっちゃうんですけど、例えば切符売り場をどこ
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につくりますかとか、そういう話も考えないと。 

【事務局】   その点については、まさに交通結節点をつくるという方針のもとで、そ

の構成する要素として船着場というものを考えていますから、基本的には、勝鬨橋の方に

つくるということを、方向性としては明確にしておいた方がよろしいかと思います。 

【岸井隆幸座長】   どこまでこれから要項で定めるかにもよりますけど、例えばおも

てなしゾーンと書いてあるところの第１期ですか、段階のところでやる人が、なるべく近

くに船を着けたいんだというふうに言ったときはどうしましょう。 

【事務局】   それは、先程の浜離宮側の船着場をつくっていただいて、活用していた

だく。 

【岸井隆幸座長】   そっちへつける。そっちにつけるならばいいということですか。 

【河川部長】   浜離宮側に船着場をつくるというのは、うちとしては築地にはつくり

ますけれども、こっちは、いまのところ計画はないという。誰がつくるかというのは、ま

だ決まっていません。 

【事務局】   その場合は、民間につくっていただくことになろうかと思います。 

【岸井隆幸座長】   理解としては、そういう様々な調整を経れば、この絵の環２側の

方にもつけることはできることはできる。 

【河川部長】   それは大丈夫です。 

【岸井隆幸座長】   それを理解しておいて、今回の絵はまだイメージを示すものと書

いてあるので、逃げようがあると思うんだけど、説明としては、そういう説明がみんなが

共通でできていれば、問題はないかもわかりませんね。 

 では、中央区さん、いかがでしょう。 

【都市整備部長（中央区）】   今回、いままとめている方針全体としては、区が懸念し

ている内容につきましては、概ね入れられてきているのかなというふうに感じています。

自動車交通だとか、地下鉄、舟運、バスターミナルのあり方とかそういったもの、幹線道

路からの道路の入り方だとか、その辺も一定量入ってきているのかなというふうに思って

おります。ただ、公共の立場として、東京都の方で長期的素案の計画の中で、先程も議論

ありましたけれども、交通の処理の仕方、あと、敷地への交通処理の仕方も含めまして、

具体的な方向性を、都の方できちんと示した上で事業者募集をすべきじゃないかなと。そ

の部分を事業者募集の中に盛り込んでこいよというのは、ちょっと厳しいのかなというふ

うに思っています。地元区としましては、区、また東京都全体の交通、観光というものの

かなめとして、しっかりと整備はして、ここの部分はいきたいなというふうに思っていま

す。 
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 あともう一つ、区では、場外のにぎわいというのが、豊洲に市場は行っちゃいましたけ

れども、また人が戻ってきていて、かなりにぎわいが、いま戻ってきていますので、それ

をずっと守っていきたいなというふうには考えておりまして、段階的な整備の中でも、多

少場外があるんだということを気を使いながら整備を進めていっていただきたいなという

ふうに思っております。 

 あと、もう一つだけなんですけれども、環状第２号線からの敷地内アクセスというのが、

実はこの１個前の資料ではあったかなと思ったんですけど、それが、いま消えているとい

うのがちょっと気になっていて、通過交通にならないようにしないといけないんじゃない

かなという疑問を多少持っております。以上でございます。 

【岸井隆幸座長】   最後のところは、何かコメントされますか。 

【事務局】   いま２７ページで、環状第２号線から赤い矢印で、環状第２号線の側道

ですけれども、出入りをとっています。 

【都市整備部長（中央区）】   １個前だと斜めになっていたので、すごく現実的だった

なと思ったので。これ、下をくぐるのかと思ったので。申しわけない。 

【事務局】   下をくぐって通るのも、点々で描いてございますけれども、側道からも

出入りできるというイメージでここでは描かせていただいております。 

【都市整備部長（中央区）】   ありがとうございます。 

【岸井隆幸座長】   では、両参与の皆様からはいかがでしょう。 

【安藤参与】   冒頭、これはイメージだからと言ったけど、これは、書いてあること

はイメージではなくて、現実にお金が動く話なんですね。ここに書いてあることはイメー

ジではなくて、約束なんですよ。だから、ここに書いてあることは、ずっとここで議論し

てきたことを、今日もまた岸井先生から確認の意味でもおっしゃっていますけど、隣の浜

離宮を使うというのは、これまでとは違う形で使うということを、ここで約束をしている

こと。それから、会議場をつくるというのは、つくることを前提にお金が動くということ

で、それは考えて。その先はどうやってやるかは、まさに我々はそれを責務としてやると

いうことをやっぱり確認しないといけないのかなということです。 

 それから、方針という意味でいって、相当大くくりに書こうと。これからいろんなこと

があるので、細かくは書かないとは思うんですけど、必ず聞かれるということは想定され

るので、質問って必ず出てくるので、ここは方針だから、なおかつ細かくまで書き切れな

いから、いまは書かないというのは理解するにしても、質問に対して、一定程度責任を持

って答えられるように用意をしてほしいということと、それと、ここで出すと、この数年

間、全部縛ることなんだという覚悟のもとに、各局は受けとめてやらないとそこのことを
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もう一度、私も参与という立場ですけれども、確認して、発表に向かってほしいなと思い

ます。 以上です。 

【岸井隆幸座長】   後で、できません、はないんですよね。あり得ない。後で、でき

ませんと言うことは、それはなしですよね。みんなでやっているんだから、後になってか

ら、それはできませんなんていうのは絶対なしで、やらなきゃいけませんよね。 

 では、邊見さん、いかがでしょうか。 

【邊見参与】   方針というのは、現段階の示し得る方向性を、都として世の中に示す

ということであるわけですね。それが、ひいては、安藤さんが言ったように、約束であり、

なおかつ、それがよいものに、世の中にとってなるんだなということが、夢とまではいか

ないんですけど、実態に即して示していくということが大事で、そういう意味では、今回、

皆さんご意見もいただきながらブラッシュアップをしてきて、それなりのものになってき

ているのかなと、ざっくりとは思います。 

 特に岸井座長もおっしゃったように、２６ページとか２７ページとか、こういうゾーン

的な示し方をするところが、多分世の中的には具体性を持った、メーンのところになるの

で、ここをよく、再度吟味しながらブラッシュアップを、可能なところはしていくという

ことがいいのかなと思います。実際のまちづくりというのは、これで示しても、あくまで

方向性であって、今後更に都市計画だとか事業者募集につながっていって、更に言えば、

建物が建ち上がった後も、リーシングの中で、また導入機能って変わっていったり、少し

性格が変わっていったりということもあるので、まさにステップ・バイ・ステップで具体

化していくということの第一歩ということだと思います。強いて言えば、このゾーン図が、

４つのせっかくゾーンがある中で、水色のところは何か薄いなみたいな。これはやっぱり

スーパー堤防を律儀に示しているのかなみたいに思う。せっかく４つあるから、もうちょ

っとざっくりと、やや幅を広げてもいいのかなと。これは表現のブラッシュアップの中で、

またやっていければいいかなと思うんですけど。 

【岸井隆幸座長】   はい。最後に両先生から。 

【宇田左近副座長】   では、私の方から。これ、やっぱり官民の、いま「Ｗｈａｔ」

をかなり示しているという、こういう理解ですよね。「Ｈｏｗ」のところというのは、これ

からやるんだけれども、そのときに、矢羽根のところで、官民の役割分担についての考え

方みたいなものをいつ整理するのかというのが、この図だとちょっとわからないんですよ

ね。次のところで整理をして、提案を受けながらと。先程どなたかおっしゃいましたよう

に、民間事業者整備部分についてって、何かもう「Ｇｉｖｅｎ」になっちゃっているんだ

けれども、これをどこで、誰が、どう決めるのかというのは、この矢羽根の中の、多分入
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っている話なんじゃないかな。右の矢羽根の中にね。今回は入ってないです。それは、ど

こかで考えるということであれば、そういうことも含めて考えますって、上のリードイン

には書いてあるんだけど、この矢羽根がいまいち曖昧な書き方かなという感じはしました。 

 それから、これも中期の定借とかという話が若干出てきているんだけれども、段階的開

発というのは、開発までの間どうやって使うかということに関しては、多分質問が出るん

じゃないかなという感じがするんですよね。それまでの間、放っておくんですかとかです

ね。多分２０２０半ばからずうっとやっていくと、少なくとも５年ぐらいの間、どうする

んですかとかですね。そういうことに対してもやっぱり答えられるようにしておいた方が

いいかなという感じはしました。 

 それから、もう１個言うとしたら、多分ベイエリアみたいな、いま検討されているとこ

ろというのは、むしろこれが出ると、影響されて、都の中で、いま検討されているものに、

これがむしろ影響を与えていくというものが幾つかあるわけですよね、多分ね。それは大

体もう皆さんの中で把握されているということでよろしいんでしょうかね。市場なんかも、

やっぱりこれで一般会計に移しますよといったときに、ここの経済的な規律がもちろん求

められるわけですよね。ただ、もう一方で、市場の規律もやっぱり、所管変えをもしする

んだとすればですよ、それはこっちに負担が移るわけであって、今度、そっちも効率的に

やるんでしょうねという話に必ずなるわけですよね。これが出ることによる経済合理性と

か、そういうことに関してものすごく関心が高まるので、市場の方は、もう移したから、

もう知らんよというふうに言わないでほしい。しっかりそこはそこで考えていくという規

律はそっちにも必要ですと。それから、こちらも当然規律が必要なので、だからこそ、官

民の考え方を整理するというのがどこかにやっぱりあって、先程の財務局さんが言いまし

たけれども、どういう負担にしていくのかというような議論というのが、それはこれから

やるんですよといって、しっかり逃げられるようにしておいた方がいいと思うんですよね。

逃げるんじゃなくて、次でやりますよというふうにね。最後のこの最終的なところと矢羽

根のところというのが、矢羽根のところがこう書いてあって、最後に次のステップという

のが、今後の進め方というのがあるんだけれども、何となく次の矢羽根への移り方という

ところが、もうちょい書いておいた方が安全じゃないかなという感じはします。 

【岸井隆幸座長】   最後の３６ページの今後の進め方のところに、少しそういうこと

がはっきりわかるように書きますかね。 

【宇田左近副座長】   あと、この矢羽根の中の文言と合わせた形で、ちょっと整理し

ておいた方がいいんじゃないか。 

【岸井隆幸座長】   中井先生はいかがでしょうか。 
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【中井検裕委員】   中身についてはかなり議論したので、特に違和感はないと思いま

すけれども、２点だけ。 

 １つは、段階的な整備の進め方のところで、第０段階、第１段階、第２段階、第３段階

とあって、我々は議論の中で、段階の区切れというのは何でできているのかというのは、

もう何となく頭に入っているんだけれども、これを読むと、なぜ第１段階が２０２２年で、

第２段階が２０２０年代半ばなんだろうなと、多分読む人は考えちゃうと思うんですね。

逆に言うと、何でそこはここまで待たないといけないのか。それは、埋文調査だとか、そ

ういうことがあるということなんだけれども、あるいはインフラの計画の具体化を待って

みたいな話なんだけど、なぜこういうふうになっているのかについて、多分読まれた方は、

ここの年代の区切れというのは何でできているかとやっぱり気になるとは思うんですね。

そこを多分何か説明をより求められるのかなというような印象は持ったので、あらかじめ、

ここにも埋文調査のことは書いてあるんだけど、それが、実はいろんなスケジューリング

の大きな一つの決める要素になっているというようなことは、書くのか、書かないのかわ

からないんですけど、ちょっとそこのところが一つ気になったところです。 

 それからもう一つは、先程宇田先生も言われましたけど、目次との対応とか見せ方で、

見出しのフォントが、段階が低いやつが大きくなっていたりだとかして、ちょっと何か戸

惑うところがあるので、もう少し、１．１とか、番号をつけるのかどうかよくわからない

んですけれども、ちょっとそこは、読んでいてというか、ぱらぱらと見ていて、これはど

この節というか、大きな節の中のどこの話なのかというのがわかるように、やっぱり見せ

方としてはしていただきたいし、東京都の出される方針ということなので、見かけという

か、体裁もそれなりには整えていただいた方がいいかなと。ちょっと図面のぼやけたやつ

だとか、ネットからとってきて画像が粗いやつとかいろいろあるので、その辺はちゃんと

していただいた方がいいのかなと思いました。 

【岸井隆幸座長】   お約束の時間なのでそろそろ終わりにしたいと思いますが、いま

ご指摘のあった全体の見せ方、あるいは、特に書いておいた方がいいことというのが幾つ

かありましたので、その修正は、恐縮ですが、私と事務局の方にご一任いただいて、やら

せていただきたいと思います。全員また集めるようなことはできませんので、よろしくご

理解ください。 

 あと、今日も幾つか、こんなことを聞かれるよという想定問答みたいなものがありまし

た。これもちょっと整理しておく方がいいかもわからないですね。共通の理解としてです

ね。みんながやっぱりこういうことで考えてつくっているんだよねというのは、ちゃんと

共有しておく方がいいような気がしますので、少し考えてみていただきたいと思います。 
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 あと、一番最初にあった留意事項等々の中で、都がかなり責任を持ってやらなきゃなら

ないことが結構あるわけですよ。ただ、環２のところの、先程の出入りの話だとか、環２

の下を抜くとかというのを描いた以上はやらなきゃいけないわけで、具体的にできるかど

うかということについて、より詰めた議論を、できるだけ早目にやっていただいて、みん

なが安心できる状況にしていただきたいと思います。 

 これを受けてパブリックコメントを伺って、それで先へ進んでいくということなんでし

ょうが、何か次のステップについて更にご説明があればいただきますが、いいですか。よ

ろしいですか。 

 では、一旦ここで私の司会はお返しをして、詳細の部分のまとめに関しては、恐縮です

が、座長としてお任せいただくことにさせてください。 

 では、よろしくお願いします。 

【事務局】   岸井座長、宇田副座長、中井先生、ありがとうございました。会議では、

先生方のそれぞれの専門性や知見を生かしまして、ご意見、ご指摘いただき、議論を深め

ていただきながら、着実に取りまとめられたことに、ここで感謝申し上げます。ありがと

うございました。 

 原案を取りまとめいただいた後、その上で、都としての素案を取りまとめさせていただ

きます。既にお知らせしておりますが、パブリックコメントを今月中に実施を予定してお

ります。その後、パブリックコメントの意見も参考にしながら、年度内にまちづくり方針

の最終決定をしたいと考えております。 

【事務局】   補足させていただきます。築地まちづくりに関する情報の取り扱いにつ

きましては、これまでも機会を捉えまして、度重なるお願いをしてきたところでございま

すが、資料や情報の取り扱いにつきましては、徹底した管理をお願いしたいと思います。

改めてよろしくお願いいたします。 

 旧築地市場跡地のまちづくり方針につきまして、問い合わせ等が、各部署ですとか、皆

様のところに既に行っている、またはこれからも行く可能性もございます。問い合わせ等

があった場合には、都市整備局のまちづくり調整担当、築地の担当の方で対応いたします

ので、よろしくお願いいたします。 

 これまで座長、副座長、先生方のご協力をいただきましてここまで至りました。今後と

も引き続きどうぞよろしくお願いしたいと思っております。ありがとうございます。 

【岸井隆幸座長】   ありがとうございました。では、よろしくお願いいたします。 

 

―― 了 ―― 
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